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社会福祉法人いちにわたけのこ会                 

役 員 等 報 酬 規 程 

（役員等の報酬） 
第１条 理事長の理事長業務に対する報酬は月額１０万円とする。          

２．業務執行理事の業務に対する報酬は月額８万円とする。  
３．理事長・業務執行理事を除く理事は無報酬とする。  
４．評議員の報酬は、定款の定めにより、無報酬とする。 
５．評議員選任・解任委員の報酬は、無報酬とする。 
 

（業 務） 
第２条  理事長、業務執行理事及び事務局長の業務は次の通りとする。 

① １年を通じ概ね週１回以上法人事務所等において、別紙（理事長、業務執行理事

及び事務局長の業務）に定める業務を行う。  
② 業務執行理事は、前号以外に理事長不在の場合の理事長業務及び理事長が特別に

指示若しくは命じた事項とする。 
③ 事務局長の業務は、第１号以外に事務局会議内規の中に謳われているもの及    

び理事長が特別に指示若しくは命じた事項とする。 
 
（報酬の減額） 
第３条 第１条の理事長、業務執行理事の報酬は、前条の基準に達しない時には、理事会

の議を経て、実態に応じた報酬に減額する。 
 
（交通費） 
第４条 評議員、評議員選任・解任委員、理事、監事には、評議員会、評議員選任・解任 

委員会、理事会出席ごとに交通費として３千円を支給する。      
２．理事長、業務執行理事及び事務局長には評議員会、評議員選任・解任委員会、事

務局会議、理事会出席時の交通費は支給しない。ただし、交通費実費については、

請求にもとづき支給する。 
  ３．事務局会議出席ごとに理事に交通費として３千円を支給する。 
  ４．事務局員（職員）への交通費は支給しない。 
  ５．役員が出張を命ぜられた場合は、別に定める旅費規程を準用する。 
 
（監事の報酬） 
第５条  監事が定期又は臨時に監査を行う場合には、おおよそ半日に対し５千円を支給す 

る。 
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附 則 
    

１．この規程は２００５年８月１７日より施行する。 
      ２．この規程は２００６年６月１日に変更する（理事と監事の交通費） 
      ３．この規程は２００６年１１月１１日に変更する（監事の報酬） 
      ４．この規程は２００７年３月１７日に変更する（報酬月額） 
       ５．この規程は２００８年２月２３日に変更する（業務） 
       ６．この規程は２００９年１０月３１日に変更する（特別報酬） 
       ７．この規程は２０１０年１２月１８日に変更する（部会の数を減らす） 
    ８．この規程は２０１４年５月２４日に変更する（理事の交通費） 
    ９．この規程は２０１６年４月１日に変更する（第１条第３項の削除） 
    ９．この規程は２０１７年２月２５日に変更する（評議員、評議員選任・解任委 

員の設置に伴う追加等及び第６条の削除） 
    10．この規程は２０１７年（H29）６月２４日に変更する（第１条に３項を追加 

し以下３項は４項、４項は５項とする。） 
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